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答えは②です。

ＪＯＣから交付されるオ
リンピックの報奨金は、法
律で課税されません。

Q2

答えは②です。

国の歳入のうち、税金の
占める割合は約6割で、残
りは、公債金（借金）と
なっています。

Q3

答えは③です。

国の税金が一番使われて
いるのは、私たちの健康や
生活を守るための費用であ
り、国の支出の32.3％を占
めています。

Q1

答えは②です。

Q4

答えは③です。

Q5
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税金クイズの答え



国や地方公共団体（都道府県・市区町村）は、私たちが健康で豊かな暮らしができるように、民間企
業を補い、民間企業では供給されにくい施設（社会資本）やサービス（公共サービス）の提供など、さ
まざまな活動を行っています。その活動のための費用をまかなっているのが私たちの 「税金」 です。
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日本には、現在約50種類の税金があります。

国に納める税金を国税、地方公共団体に納める税金を地方税といい、地方税はさらに都道
府県税と市町村税に分けられます。
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私たちは、買い物や外食をしたとき、その代金の支払を通じて「消費税」を
負担しています。 「消費税」の仕組みについて見てみましょう。

日本の消費税率は、平成元年

（1989年）４月に導入されてから、
過去3回引き上げられており、引
上げによる国の収入は、待機児童
の解消、幼稚園や保育園の無償化、
大学の授業料減免などに使われて
います。

【消費税率引上げの推移】
平成元年４月：3%
平成９年４月：5%
平成26年４月：8%
令和元年10月：10%
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働いている人は、所得に応じて「所得税」を納めています。
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国や地方公共団体が活動するための資金は、主として私たち国民が納める税金に

よってまかなわれています。国や地方公共団体が活動するため資金を集め、これを管
理し、必要な費用を支出していくことを財政といいます。

新しい年度が始まるのに先立って、国や地方公共団体は、今後１年間（４月１日から翌年の３月31日まで）の予算を編成して、私たちの代表機
関である国会や地方公共団体の議会に提出し、議会での慎重な審議を受けて議決されます。この議決を経てはじめてその年度の活動ができるわけ
です。このように税金の使いみちは、民主的に決定されているのです。9

財政とは



財政の３つの機能
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国や地方公共団体はさまざまな活動を行っています。これらの活動を行うために、国や地方公
共団体は毎年、収入（これを「歳入」といいます。）と支出（これを「歳出」といいます。）を見
積もって予算を立てています。
それでは、今年度の国の予算を税収が最も多かった31年前の予算（当初）と比較しながら見てみ

ましょう。

歳入
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歳出
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令和4年度末公債残高 約1,029兆円（見込み）
↓

国民1人当たり 約828万円
4人家族で 約3,312万円

※勤労者世帯の平均年間可処分所得 約601万円（平均世帯人員 3.24人）
（注1）国民1人当たりの公債残高は、令和4年の総人口（国立社会保障・人口問
題研究所「日本の将来推計人口」（平成29年4月推計））で公債残高を除した数値。
（注2）可処分所得、世帯人員は総務省「令和3年家計調査年報」による。
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